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(57)【要約】
【課題】画面を見ながら処置具を用いて行われる手術を
支援する手術支援システムおよびそれを用いた手術支援
方法において、補助者を介さずに術者自らが手術支援作
業を行うことを可能とする。
【解決手段】被観察部の画像を撮像する撮像部２０と、
被観察部の画像を画面に表示する画像表示部４とを備え
、上記画像が表示された画面を見ながら処置具６を用い
て行われる手術を支援する手術支援システムにおいて、
上記画像中に処置具６が含まれる場合に、画像中におけ
る処置具６の代表点Ｐの位置を抽出する画像処理部３３
と、メニューＮを形成するメニュー形成部３９ａと、メ
ニューＮが表示されている位置の情報と、代表点Ｐの位
置の情報とに基づいて、支援項目Ｉを選択する項目選択
部３９ｂと、選択された支援項目Ｉに基づいて、この支
援項目Ｉに関する手術支援作業を実行する手術支援手段
とを備える。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被観察部の画像を撮像する撮像部と、前記被観察部の画像を画面に表示する画像表示部
とを備え、前記画像が表示された前記画面を見ながら処置具を用いて行われる前記被観察
部の手術を支援する手術支援システムにおいて、
　前記画像中に前記処置具が含まれる場合に、前記画像中における前記処置具の代表点の
位置を抽出する抽出部と、
　前記処置具によって施される手術を支援する手術支援作業に関する１以上の支援項目の
メニューを形成するメニュー形成部と、
　前記画面のうち前記画像が表示される画像表示領域上に、前記画像中の所定部分に重畳
して前記メニューを表示できるように、前記画像および前記メニューを合成する画像合成
部と、
　前記メニューが表示されている前記所定部分の位置の情報と、前記代表点の前記位置の
情報とに基づいて、前記支援項目のうちいずれか１つを選択する項目選択部と、
　選択された前記支援項目に基づいて、該支援項目に関する前記手術支援作業を実行する
手術支援手段とを備えたことを特徴とする手術支援システム。
【請求項２】
　前記処置具が、該処置具のうち前記画像中で認識可能な位置にマーカを有するものであ
り、
　前記抽出部が、前記処置具の前記代表点の位置として、前記マーカの位置を抽出するも
のであることを特徴とする請求項１に記載の手術支援システム。
【請求項３】
　前記マーカが、発光ダイオードであることを特徴とする請求項２に記載の手術支援シス
テム。
【請求項４】
　前記処置具が、該処置具の持ち手部分に前記発光ダイオードを点灯せしめるためのスイ
ッチを備え、
　前記抽出部が、前記発光ダイオードが点灯状態にある場合にのみ、前記発光ダイオード
の点灯部分から前記代表点の前記位置を抽出するものであることを特徴とする請求項３に
記載の手術支援システム。
【請求項５】
　前記処置具が、該処置具の持ち手部分に前記発光ダイオードを点灯せしめるためのスイ
ッチを備え、
　前記項目選択部が、前記発光ダイオードが点灯状態にあることを条件として、前記支援
項目を選択するものであることを特徴とする請求項３に記載の手術支援システム。
【請求項６】
　前記処置具が、該処置具の持ち手部分に前記発光ダイオードを点滅せしめるためのスイ
ッチを備え、
　前記項目選択部が、前記発光ダイオードが点滅状態にあることを条件として、前記支援
項目を選択するものであることを特徴とする請求項３または４に記載の手術支援システム
。
【請求項７】
　前記メニュー形成部が、前記発光ダイオードの点灯状態に連動して前記メニューを形成
するものであることを特徴とする請求項３から６いずれかに記載の手術支援システム。
【請求項８】
　前記撮像部が、前記画像として、照明光を照射することにより生じる前記被観察部から
の反射光を受光して可視画像を撮像するものであり、
　前記発光ダイオードが、青色の光を生じせしめるものであることを特徴とする請求項３
から７いずれかに記載の手術支援システム。
【請求項９】
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　前記撮像部が、前記画像として、励起光を照射することにより生じる前記被観察部から
の蛍光を受光して蛍光画像を撮像するものであり、
　前記発光ダイオードが、前記蛍光の波長帯域に含まれる光を生じせしめるものであるこ
とを特徴とする請求項３から７いずれかに記載の手術支援システム。
【請求項１０】
　前記処置具が、該処置具の持ち手部分に前記メニューの表示の有無を選択するためのス
イッチを備えることを特徴とする請求項１から９いずれかに記載の手術支援システム。
【請求項１１】
　前記支援項目が、画像の倍率の変更、画像の明るさの変更、撮像場所の移動、照明光の
波長の切替え、励起光の照明の有無の切替え、画像の表示形式の切替え、レンズの洗浄お
よび画像の合成のうち少なくとも１つの手術支援作業に関するものであることを特徴とす
る請求項１から１０いずれかに記載の手術支援システム。
【請求項１２】
　前記処置具が、鉗子であることを特徴とする請求項１から１１いずれかに記載の手術支
援システム。
【請求項１３】
　内視鏡システムに用いられることを特徴とする請求項１から１２いずれかに記載の手術
支援システム。
【請求項１４】
　被観察部の画像を撮像し、前記被観察部の画像を画面に表示して、前記画像が表示され
た前記画面を見ながら処置具を用いて行われる前記被観察部の手術を支援する手術支援方
法において、
　前記画像中に前記処置具が含まれる場合に、前記画像中における前記処置具の代表点の
位置を抽出し、
　前記処置具によって施される手術を支援する手術支援作業に関する１以上の支援項目の
メニューを形成し、
　前記画面のうち前記画像が表示される画像表示領域上に、前記画像中の所定部分に重畳
して前記メニューを表示できるように、前記画像および前記メニューを合成し、
　前記メニューが表示されている前記所定部分の位置の情報と、前記代表点の前記位置の
情報とに基づいて、前記支援項目のうちいずれか１つを選択し、
　選択された前記支援項目に基づいて、該支援項目に関する前記手術支援作業を実行する
ことを特徴とする手術支援方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画面を見ながら処置具を用いて行われる被観察部の手術を支援する手術支援
システムおよびそれを用いた手術支援方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、画面を見ながら処置具を用いて、画面に映し出された被観察部に処置を行う手術
が利用されている。例えば、このような手術として、特許文献１に示すような内視鏡シス
テムを用いた手術が挙げられる。このような内視鏡システムは、被検部位へ内視鏡を挿入
し、光源装置からの照明光を被観察部へ照射し、内視鏡で被観察部の光学像を得て、当該
光学像の画像信号に所望の信号処理を施し、モニタの画面上に光学像の画像を映し出すよ
うになっている。そして、術者は、内視鏡に挿入された鉗子等の処置具を用いて、上記画
面を見ながら被観察部の処置を行う。
【０００３】
　上記のような手術においては、手術を行う術者にとって最適な術野を確保するために、
状況に応じて、画面に映し出される被観察部の範囲や位置、および画面の明るさ等を適宜
調整する必要がある。しかし通常、術者は、手術を行うための処置具を両手に保持してい
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るため、上記のような画面調整の作業を自ら迅速に行うことができない。或いは、術者が
画面調整を目的として直接調整機器等を操作することは、術野、医療機器および手術室等
の清浄度を確保する観点から好ましくない。
【０００４】
　そこで、一般的には、術者がスコピスト等と呼ばれる補助者に対して指示を与えること
により、当該補助者がその指示に応じて調整機器を操作して上記のような画面調整を行う
という方法が採られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００２－２６３０５３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上記のような補助者を介した方法では、術者の指示が正確に伝わらず、
必ずしも術者が希望する画面調整が行われるとは限らないという問題がある。そこで、術
者が希望する画面調整が適切に行われるように、補助者を介さずに術者自らが画面調整を
行うことを可能にするシステムが望まれている。
【０００７】
　さらに、上記のような問題は、画面調整に限られる話ではなく、例えば照明光の波長の
切換えや、可視画像および蛍光画像の合成処理等、一般的に手術を支援するための作業（
手術支援作業）について同様に起こりうる。
【０００８】
　本発明は上記問題に鑑みてなされたものであり、画面に映し出された被観察部に処置を
行う手術を支援するシステムおよび方法において、術者が希望する手術支援作業が適切に
行われるように、補助者を介さずに術者自らが、手術支援作業を行う手術支援手段を制御
することを可能にする手術支援システムおよびそれを用いた手術支援方法を提供すること
を目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するために、本発明に係る手術支援システムは、
　被観察部の画像を撮像する撮像部と、被観察部の画像を画面に表示する画像表示部とを
備え、上記画像が表示された画面を見ながら処置具を用いて行われる被観察部の手術を支
援する手術支援システムにおいて、
　上記画像中に処置具が含まれる場合に、画像中における処置具の代表点の位置を抽出す
る抽出部と、
　処置具によって施される手術を支援する手術支援作業に関する１以上の支援項目のメニ
ューを形成するメニュー形成部と、
　上記画面のうち画像が表示される画像表示領域上に、画像中の所定部分に重畳してメニ
ューを表示できるように、上記画像およびメニューを合成する画像合成部と、
　メニューが表示されている上記所定部分の位置の情報と、代表点の上記位置の情報とに
基づいて、支援項目のうちいずれか１つを選択する項目選択部と、
　選択された支援項目に基づいて、この支援項目に関する手術支援作業を実行する手術支
援手段とを備えたことを特徴とするものである。
【００１０】
　本明細書において、「代表点」とは、画像中における処置具の位置（座標）を代表する
点を意味する。代表する点の数は、複数でもよいが、処理を簡潔にするために１つである
ことが好ましい。
【００１１】
　「代表点の位置」とは、画像中における代表点の座標を意味する。
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【００１２】
　「手術支援作業」とは、手術を支援するために行われる作業を意味し、例えば、画像が
表示された画面調整（画像の倍率の変更、画像の明るさの変更）等が挙げられる。
【００１３】
　「メニューが表示されている所定部分の位置の情報」とは、メニューが画像中のどの位
置に表示されているかを示す、例えばメニューの画像中の座標等を意味する。
【００１４】
　さらに、本発明に係る手術支援システムにおいて、処置具は、この処置具のうち画像中
で認識可能な位置にマーカを有するものであり、抽出部は、処置具の代表点の位置として
、マーカの位置を抽出するものであることが好ましい。
【００１５】
　さらに、マーカは、発光ダイオードであることが好ましい。
【００１６】
　さらに、処置具は、この処置具の持ち手部分に発光ダイオードを点灯せしめるためのス
イッチを備え、抽出部は、発光ダイオードが点灯状態にある場合にのみ、発光ダイオード
の点灯部分から代表点の位置を抽出するものであることが好ましい。
【００１７】
　さらに、処置具は、この処置具の持ち手部分に発光ダイオードを点灯せしめるためのス
イッチを備え、項目選択部は、発光ダイオードが点灯状態にあることを条件として、支援
項目を選択するものであることが好ましい。
【００１８】
　さらに、処置具は、この処置具の持ち手部分に発光ダイオードを点滅せしめるためのス
イッチを備え、項目選択部は、発光ダイオードが点滅状態にあることを条件として、支援
項目を選択するものであることが好ましい。
【００１９】
　さらに、メニュー形成部は、発光ダイオードの点灯状態に連動してメニューを形成する
ものであることが好ましい。
【００２０】
　さらに、撮像部は、上記画像として、照明光を照射することにより生じる被観察部から
の反射光を受光して可視画像を撮像するものであり、発光ダイオードは、青色の光を生じ
せしめるものであることが好ましい。
【００２１】
　本明細書において、「青色の光」とは、波長が４５０ｎｍ近傍の範囲に含まれる光を意
味する。
【００２２】
　或いは、撮像部は、上記画像として、励起光を照射することにより生じる被観察部から
の蛍光を受光して蛍光画像を撮像するものであり、発光ダイオードは、蛍光の波長帯域に
含まれる光を生じせしめるものであることが好ましい。
【００２３】
　本明細書において、「蛍光の波長帯域に含まれる光」とは、波長が９００ｎｍ近傍の範
囲に含まれる光を意味する。
【００２４】
　さらに、処置具が、この処置具の持ち手部分にメニューの表示の有無を選択するための
スイッチを備えることもできる。
【００２５】
　さらに、支援項目は、画像の倍率の変更、画像の明るさの変更、画像の強調、静止画の
作成、画像の合成、撮像場所の移動、照明光の波長の切替え、励起光の照明の有無の切替
え、画像の表示の切替えおよびレンズの洗浄のうち少なくとも１つの手術支援作業に関す
るものとすることができる。
【００２６】
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　さらに、処置具は、鉗子であることが好ましく、本発明に係る手術支援システムは、内
視鏡システムに用いることができる。
【００２７】
　そして、本発明に係る手術支援方法は、
　被観察部の画像を撮像し、被観察部の画像を画面に表示して、上記画像が表示された画
面を見ながら処置具を用いて行われる被観察部の手術を支援する手術支援方法において、
　上記画像中に処置具が含まれる場合に、画像中における処置具の代表点の位置を抽出し
、
　処置具によって施される手術を支援する手術支援作業に関する１以上の支援項目のメニ
ューを形成し、
　上記画面のうち画像が表示される画像表示領域上に、画像中の所定部分に重畳してメニ
ューを表示できるように、上記画像およびメニューを合成し、
　メニューが表示されている上記所定部分の位置の情報と、代表点の上記位置の情報とに
基づいて、支援項目のうちいずれか１つを選択し、
　選択された支援項目に基づいて、この支援項目に関する手術支援作業を実行することを
特徴とするものである。
【発明の効果】
【００２８】
　本発明に係る手術支援システムおよびそれを用いた手術支援方法は、被観察部の画像を
撮像する撮像部と、被観察部の画像を画面に表示する画像表示部とを備え、上記画像が表
示された画面を見ながら処置具を用いて行われる被観察部の手術を支援する手術支援シス
テムにおいて、上記画像中に処置具が含まれる場合に、画像中における処置具の代表点の
位置を抽出する抽出部と、処置具によって施される手術を支援する手術支援作業に関する
１以上の支援項目のメニューを形成するメニュー形成部と、上記画面のうち画像が表示さ
れる画像表示領域上に、画像中の所定部分に重畳してメニューを表示できるように、上記
画像およびメニューを合成する画像合成部と、メニューが表示されている上記所定部分の
位置の情報と、代表点の上記位置の情報とに基づいて、支援項目のうちいずれか１つを選
択する項目選択部と、選択された支援項目に基づいて、この支援項目に関する手術支援作
業を実行する手術支援手段とを備えている。これにより、術者が自ら処置具を用いて、支
援項目を選択し、手術支援手段を制御し、手術支援作業を実行せしめることができる。こ
の結果、画面に映し出された被観察部に処置を行う手術を支援するシステムおよび方法に
おいて、術者が希望する手術支援作業が適切に行われるように、補助者を介さずに術者自
らが、手術支援作業を行う手術支援手段を制御することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】本発明の手術支援システムを構成する内視鏡システムの一実施形態を示す概略図
である。
【図２】図１の内視鏡システムを構成する硬質挿入部の構成を示す概略図である。
【図３】図１の内視鏡システムを構成する撮像部の内部構成を示す概略図である。
【図４】図１の内視鏡システムの画像処理装置および光源装置の内部構成を示すブロック
図である。
【図５Ａ】本発明の手術支援システムを構成する処置具の一実施形態を示す概略図である
。
【図５Ｂ】図５Ａの処置具にマーカが設けられた様子を示す概略図である。
【図６】硬質挿入部と処置具とが体腔内に挿入された状態の一例を示す図である。
【図７】本発明の手術支援システムにおいてメニューが重畳された通常画像が画像表示部
に表示された様子を示す概略図である。
【図８】本発明の手術支援システムを構成する処置具の他の実施形態を示す概略図である
。
【図９】本発明の手術支援システムを構成する処置具の他の実施形態を示す概略図である
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。
【図１０】通常画像と蛍光画像が切り替わったときのマーカの見え方を説明する概略図で
ある。
【図１１】本発明の手術支援システムにおいてメニューが重畳された蛍光画像が画像表示
部に表示された様子を示す概略図である。
【図１２】本発明の手術支援システムにおけるメニューの表示方法の他の実施形態を示す
概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　以下、本発明の実施形態について図面を用いて説明するが、本発明はこれに限られるも
のではない。なお、視認しやすくするため、図面中の各構成要素の縮尺等は実際のものと
は適宜異ならせてある。
【００３１】
「手術支援システムおよびそれを用いた手術支援方法の実施形態」
　本実施形態の手術支援システムは、鉗子のような処置具、および内視鏡システムから構
成される。ここで、本実施形態の内視鏡システムは、被観察部の画像を撮像する撮像部と
、被観察部の画像を画面に表示するモニタ（画像表示部）と、上記画像中に処置具が含ま
れる場合に、画像中における処置具の代表点の位置を抽出する抽出部と、処置具によって
施される手術を支援する手術支援作業に関する１以上の支援項目のメニューを形成するメ
ニュー形成部と、上記画面のうち画像が表示される画像表示領域上に、画像中の所定部分
に重畳してメニューを表示できるように、上記画像およびメニューを合成する画像合成部
と、メニューが表示されている上記所定部分の位置の情報と、代表点の上記位置の情報と
に基づいて、支援項目のうちいずれか１つを選択する項目選択部と、選択された支援項目
に基づいて、この支援項目に関する手術支援作業を実行する手術支援手段とを備える。
【００３２】
　図１は、本実施形態の手術支援システムを構成する内視鏡（硬性鏡）システム１の概略
構成を示す外観図である。本実施形態の硬性鏡システム１は、図１に示すように、白色の
通常光および励起光を射出する光源装置２と、光源装置２から射出された通常光および励
起光を導光して被観察部に照射するとともに、通常光の照射により被観察部から反射され
た反射光に基づく通常像および励起光の照射により被観察部から発せられた蛍光に基づく
蛍光像を撮像する硬性鏡撮像装置１０と、硬性鏡撮像装置１０によって撮像された画像信
号に所定の処理を施す画像処理装置３と、画像処理装置３において生成された表示制御信
号に基づいて被観察部の通常画像および蛍光画像を表示するモニタ４とを備えている。
【００３３】
　硬性鏡撮像装置１０は、図１に示すように、腹腔内に挿入される硬質挿入部３０と、硬
質挿入部３０によって導光された被観察部の通常像および蛍光像を撮像する撮像部２０と
を備えている。
【００３４】
　また、硬性鏡撮像装置１０は、図２に示すように、硬質挿入部３０と撮像部２０とが着
脱可能に接続されている。そして、硬質挿入部３０は接続部材３０ａ、挿入部材３０ｂ、
ケーブル接続口３０ｃ、照射レンズ３０ｄ、および撮像レンズ３０ｅを備えている。
【００３５】
　接続部材３０ａは、硬質挿入部３０（挿入部材３０ｂ）の一端側３０Ｘに設けられてお
り、たとえば撮像部２０側に形成された開口２０ａに嵌め合わされることにより、撮像部
２０と硬質挿入部３０とが着脱可能に接続される。
【００３６】
　挿入部材３０ｂは、腹腔内の撮影を行う際に腹腔内に挿入されるものであって、硬質な
材料から形成され、たとえば、直径略１０ｍｍの円柱形状を有している。挿入部材３０ｂ
の内部には、被観察部の像を結像するためのレンズ群が収容されており、他端側３０Ｙか
ら入射された被観察部の通常像および蛍光像は撮像レンズ３０ｅおよび上記レンズ群を介
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して一端側３０Ｘの撮像部２０側に射出される。
【００３７】
　挿入部材３０ｂの側面にはケーブル接続口３０ｃが設けられており、このケーブル接続
口３０ｃに光ケーブルＬＣが機械的に接続される。これにより、光源装置２と挿入部材３
０ｂとが光ケーブルＬＣを介して光学的に接続されることになる。
【００３８】
　照射レンズ３０ｄは、硬質挿入部３０の他端側３０Ｙに設けられており、光ケーブルＬ
Ｃによって導光された通常光および励起光を被観察部に対し照射するものである。なお、
挿入部材３０ｂ内にはケーブル接続口３０ｃから照射レンズ３０ｄまで通常光および励起
光を導光するライトガイドが収容されており（図示せず）、照射レンズ３０ｄはライトガ
イドによって導光された通常光および励起光を被観察部に照射するものである。
【００３９】
　図３は、撮像部２０の概略構成を示す図である。撮像部２０は、硬質挿入部３０内のレ
ンズ群により結像された被観察部の蛍光像を撮像して被観察部の蛍光画像信号を生成する
第１の撮像系と、硬質挿入部３０内のレンズ群により結像された被観察部の通常像を撮像
して通常画像信号を生成する第２の撮像系とを備えている。これらの撮像系は、通常像を
反射するとともに、蛍光像を透過する分光特性を有するダイクロイックプリズム２１によ
って、互いに直交する２つの光軸に分けられている。
【００４０】
　第１の撮像系は、硬質挿入部３０から射出され、ダイクロイックプリズム２１を透過し
た励起光をカットする励起光カットフィルタ２２と、硬質挿入部３０から射出され、ダイ
クロイックプリズム２１および励起光カットフィルタ２２を透過した蛍光像Ｌ４を結像す
る第１結像光学系２３と、第１結像光学系２３により結像された蛍光像Ｌ４を撮像する高
感度撮像素子２４とを備えている。
【００４１】
　第２の撮像系は、硬質挿入部３０から射出され、ダイクロイックプリズム２１を反射し
た通常像Ｌ３を結像する第２結像光学系２５と、第２結像光学系２５により結像された通
常像Ｌ３を撮像する撮像素子２６を備えている。
【００４２】
　高感度撮像素子２４は、蛍光像Ｌ４の波長帯域の光を高感度に検出し、蛍光画像信号に
変換して出力するものである。高感度撮像素子２４はモノクロの撮像素子である。
【００４３】
　撮像素子２６は、通常像の波長帯域の光を検出し、通常画像信号に変換して出力するも
のである。撮像素子２６の撮像面には、３原色の赤（Ｒ）、緑（Ｇ）および青（Ｂ）、ま
たはシアン（Ｃ）、マゼンダ（Ｍ）およびイエロー（Ｙ）のカラーフィルタがベイヤー配
列またはハニカム配列で設けられている。
【００４４】
　また、撮像部２０は、撮像制御ユニット２７を備えている。撮像制御ユニット２７は、
高感度撮像素子２４から出力された蛍光画像信号および撮像素子２６から出力された通常
画像信号に対し、ＣＤＳ／ＡＧＣ（相関二重サンプリング／自動利得制御）処理やＡ／Ｄ
変換処理を施し、ケーブル５（図１参照）を介して画像処理装置３に出力するものである
。
【００４５】
　画像処理装置３は、図４に示すように、通常画像入力コントローラ３１、蛍光画像入力
コントローラ３２、画像処理部３３、メモリ３４、ビデオ出力部３５、操作部３６、ＴＧ
（タイミングジェネレータ）３７、ＣＰＵ３８、メニュー形成部３９ａおよび項目選択部
３９ｂを備えている。
【００４６】
　通常画像入力コントローラ３１および蛍光画像入力コントローラ３２は、所定容量のラ
インバッファを備えており、撮像部２０の撮像制御ユニット２７から出力された１フレー
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ム毎の通常画像信号および蛍光画像信号をそれぞれ一時的に記憶するものである。そして
、通常画像入力コントローラ３１に記憶された通常画像信号および蛍光画像入力コントロ
ーラ３２に記憶された蛍光画像信号はバスを介してメモリ３４に格納される。
【００４７】
　画像処理部３３は、メモリ３４から読み出された１フレーム毎の通常画像信号および蛍
光画像信号が入力され、これらの画像信号に所定の画像処理を施し、バスに出力するもの
である。上記画像処理には、画像の明るさ調整や、通常画像および蛍光画像の合成処理等
の他、通常画像および／または蛍光画像中に処置具が含まれる場合に、画像中における処
置具を画像認識する処理も含まれる。つまり、画像処理部３３は、本発明における抽出部
としての機能を有する。具体的には、画像処理部３３は、画像中における処置具を画像認
識し、画像認識した処置具の代表点の位置（画像中における座標）を抽出し、抽出した位
置の情報をバスに出力するものである。画像認識処理は、特に限定されず一般的な方法に
よって実施することができる。代表点の位置の情報は、バスを介してメモリ３４に格納さ
れる。この代表点は、画面上に表示されたメニュー中の支援項目を選択する際にポインタ
として利用される。代表点は、操作性の観点から、処置具の先端部に設定することが好ま
しい。また、画像処理部３３は後述するように、メニュー形成部３９ａによって形成され
たメニューを、撮像部２０によって撮像された画像と重畳する合成処理も行う。つまり、
画像処理部３３は、本発明における画像合成部としての機能を有する。また、画像処理部
３３は、上記メニューが画像中のどの位置に重畳されて表示されるのかという情報も生成
し、この情報はバスを介してメモリ３４に格納される。
【００４８】
　メニュー形成部３９ａは、手術を支援するために行われる作業（手術支援作業）に関す
る支援項目を含むメニューを形成するものである。そして、メニュー形成部３９ａによっ
て形成されたメニューは、バスを介して画像処理部３３へ渡される。当該メニューは、画
像処理部３３によって撮像部２０によって撮像された画像と重畳されて、モニタ４に表示
される。メニューに含まれる支援項目は、予め設定することができ、例えばメモリ３４に
格納されている。手術支援作業としては、画像の倍率の変更、画像の明るさの変更、画像
の強調、静止画の作成、画像の合成、撮像場所の移動、照明光の波長の切替え、励起光の
照明の有無の切替え、画像の表示の切替えおよびレンズの洗浄等が挙げられる。具体的に
は、「画像の倍率の変更」とは、モニタに表示されている画像を拡大したり縮小したりす
ることである。「画像の明るさの変更」とは、モニタの輝度を調整することである。「画
像の強調」とは、画像処理により画像の鮮鋭度を上げたりノイズを除去したり、さらには
画像中の特定領域を色別表示することである。「静止画の作成」とは、動画を撮像してい
る最中に静止画を作成することである。「画像の合成」とは、例えば上記のような通常画
像と蛍光画像とを合成することである。「撮像場所の移動」とは、モニタに表示される被
観察部の領域が変更されるように、内視鏡の観察方向を変更することである。「照明光の
波長の切替え」とは、照明光として例えば白色光と励起光とを切り替えることである。「
励起光の照明の有無」とは、例えば白色光と共に励起光を照明する場合と励起光を照明し
ない場合を切り替えることである。「画像の表示形式の切替え」とは、モニタに表示され
る画像として、例えば通常画像や蛍光画像等の画像の形式を切り替えたり、これら複数の
形式の画像を単独でまたは同時に表示するのかといった表示方法を切り替えたりすること
である。「レンズの洗浄」とは、内視鏡に備えられた洗浄機構によって、レンズに付着し
た付着物を落とすことである。
【００４９】
　項目選択部３９ｂは、メニューが表示されている上記所定部分の位置の情報および代表
点の上記位置の情報をメモリ３４から受け取り、この情報に基づいて、支援項目のうちい
ずれか１つを選択する。具体的には、例えば、メニューの支援項目が表示されている画像
中の領域に、処置具の代表点が含まれる場合に、当該支援項目を選択する。
【００５０】
　本実施形態の手術支援システムを構成する処置具は、例えば図５Ａに示すような鉗子６
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である。図５Ａに示す鉗子６は、被観察部を挟持したり、所定の処置を施したりする作動
部６ａと、作動部６ａが設けられた、細い円柱形状からなる柄部分６ｂと、操作者が作動
部６ａの動作を行うための操作部６ｃとを備えている。そして、鉗子６の先端部分の作動
部６ａには、図５Ｂに示すように、代表点抽出用のマーカＭが設けられている。マーカＭ
の色は、特に限定されないが、通常画像上で腹腔内における識別を容易にするため血液の
色等を考慮して、生体内における存在量が少ない色相範囲を選択することが好ましく、例
えばＬ＊ａ＊ｂ＊（ＣＩＥ）表色系で表した場合、（３４，８０,－１０６）～（４０,－
２０,－１４）の範囲の色相が好ましい。また、マーカＭの色は、特に青色が好ましい。
また、マーカＭは、蛍光画像上で腹腔内における識別を容易にするため、７５０ｎｍ以上
８００ｎｍ以下の近赤外の励起光の照射によって８００ｎｍ以上８５０ｎｍ以下の蛍光を
発する蛍光材料を含ませて形成することもできる。例えばこのような蛍光材料としては、
後述するＩＣＧなどの蛍光薬剤や自家蛍光の波長帯域と同じ波長帯域の蛍光を発する材料
を用いることが望ましい。なお、マーカのない鉗子を用いることもできる。このような場
合には、処置具の代表点を抽出する抽出部は、鉗子６の作動部６ａの全体を画像認識し、
その中から代表点を抽出することとなる。
【００５１】
　ビデオ出力部３５は、画像処理部３３から出力された通常画像信号および蛍光画像信号
、またはメニューが重畳されたこれらの画像がバスを介して入力され、所定の処理を施し
て表示制御信号を生成し、その表示制御信号をモニタ４に出力するものである。
【００５２】
　操作部３６は、種々の操作指示や制御パラメータなどの操作者による予め必要な入力等
を受け付けるものである。また、ＴＧ３７は、撮像部２０の高感度撮像素子２４、撮像素
子２６および後述する光源装置２のＬＤドライバ４５を駆動するための駆動パルス信号を
出力するものである。
【００５３】
　また、ＣＰＵ３６は装置全体を制御するものである。そして、本発明においてＣＰＵ３
６は、バスを介して項目選択部により選択された支援項目を受信し、当該支援項目に関す
る手術支援作業を実行するように該当する作業を行う手術支援手段に指示を出す。手術支
援手段とは、実際に手術支援作業を実行する構成部分を指す。例えば、手術支援手段は、
支援項目が画像の倍率に関するものである場合には撮像部２０であり、支援項目が画像の
明るさの変更、照明光の波長の切替えおよび励起光の照明の有無の切替えに関するもので
ある場合には光源装置２であり、例えば内視鏡が軟性鏡であり支援項目が撮像場所の移動
に関するものである場合には軟性鏡の挿入部分の駆動機構であり、支援項目が画像の表示
形式の切替えに関するものである場合にはビデオ出力部３５である。
【００５４】
　光源装置２は、図４に示すように、約４００～７００ｎｍの広帯域の波長からなる通常
光（白色光）Ｌ１を射出する通常光源４０と、通常光源４０から射出された通常光Ｌ１を
集光する集光レンズ４２と、集光レンズ４２によって集光された通常光Ｌ１を透過すると
ともに、後述する励起光Ｌ２を反射し、通常光Ｌ１および励起光Ｌ２とを光ケーブルＬＣ
の入射端に入射させるダイクロイックミラー４３とを備えている。なお、通常光源４０と
しては、たとえばキセノンランプが用いられる。また、通常光源４０と集光レンズ４２と
の間には、絞り４１が設けられており、ＡＬＣ（Automatic light control）からの制御
信号に基づいてその絞り量が制御される。
【００５５】
　また、光源装置２は、蛍光色素であるＩＣＧを励起して蛍光を発生させる７５０～８０
０ｎｍの近赤外光を励起光Ｌ２として射出するＬＤ光源４４と、ＬＤ光源４４を駆動する
ＬＤドライバ４５と、ＬＤ光源４４から射出された励起光Ｌ２を集光する集光レンズ４６
と、集光レンズ４６によって集光された励起光Ｌ２をダイクロイックミラー４３に向けて
反射するミラー４７とを備えている。
【００５６】
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　また、本実施形態においては、励起光Ｌ２として、上述したような波長帯域の光を用い
るようにしたが、上記波長帯域の光に限定されず、マーカＭを形成する蛍光材料、被検者
に投入される蛍光色素の種類もしくは自家蛍光させる生体組織の種類によって適宜決定さ
れる。
【００５７】
　ＬＤドライバ４５は、ＬＤ光源４４から出力される励起光の強度を制御するものである
。
【００５８】
　次に、本実施形態の手術支援システムの作用について説明する。
　まず、光ケーブルＬＣが接続された硬質挿入部３０およびケーブル５が撮像部２０に取
り付けられた後、光源装置２および撮像部２０および画像処理装置３の電源が投入され、
これらが駆動される。
【００５９】
　次に、図６に示すように、操作者により硬質挿入部３０および鉗子６が腹腔内に挿入さ
れ、鉗子６により被観察部が挟持されるとともに、硬質挿入部３０の先端が被観察部の近
傍に設置される。
【００６０】
　そして、光源装置２の通常光源４０から射出された通常光Ｌ１が、集光レンズ４２、ダ
イクロイックミラー４３および光ケーブルＬＣを介して硬質挿入部３０に入射され、硬質
挿入部３０の照射窓３０ｄから被観察部に照射される。一方、光源装置２のＬＤ光源４４
から射出された励起光Ｌ２が、集光レンズ４６、ミラー４７、ダイクロイックミラー４３
および光ケーブルＬＣを介して硬質挿入部３０に入射され、硬質挿入部３０の照射窓３０
ｄから被観察部に通常光とともに照射される。
【００６１】
　そして、通常光Ｌ１の照射によって被観察部から反射された反射光に基づく通常像が撮
像されるとともに、励起光Ｌ２の照射によって被観察部から発せられた蛍光に基づく蛍光
像が撮像される。なお、被観察部には、予めＩＣＧが投与されており、このＩＣＧから発
せられる蛍光を撮像するものとする。
【００６２】
　より具体的には、通常像の撮像の際には、通常光Ｌ１の照射によって被観察部から反射
された反射光に基づく通常像Ｌ３が挿入部材３０ｂの先端３０Ｙから入射し、挿入部材３
０ｂ内のレンズ群により導光されて撮像部２０に向けて射出される。
【００６３】
　撮像部２０に入射された通常像Ｌ３は、ダイクロイックプリズム２１により撮像素子２
６に向けて直角方向に反射され、第２結像光学系２５により撮像素子２６の撮像面上に結
像され、撮像素子２６によって所定間隔を空けて順次撮像される。なお、本実施形態にお
いては、通常画像は３０ｆｐｓのフレームレートで撮像されるものとする。
【００６４】
　撮像素子２６から順次出力された通常画像信号は、撮像制御ユニット２７においてＣＤ
Ｓ／ＡＧＣ（相関二重サンプリング／自動利得制御）処理やＡ／Ｄ変換処理が施された後
、ケーブル５を介して画像処理装置３に順次出力される。
【００６５】
　一方、蛍光像の撮像の際には、励起光の照射によって被観察部から発せられた蛍光に基
づく蛍光像Ｌ４が挿入部材３０ｂの先端３０Ｙから入射し、挿入部材３０ｂ内のレンズ群
により導光されて撮像部２０に向けて射出される。
【００６６】
　撮像部２０に入射された蛍光像Ｌ４は、ダイクロイックプリズム２１および励起光カッ
トフィルタ２２を通過した後、第１結像光学系２３により高感度撮像素子２４の撮像面上
に結像され、高感度撮像素子２４によって所定間隔を空けて撮像される。なお、本実施形
態においては、蛍光画像は５～１０ｆｐｓのフレームレートで撮像されるものとする。
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【００６７】
　高感度撮像素子２４から順次出力された蛍光画像信号は、撮像制御ユニット２７におい
てＣＤＳ／ＡＧＣ（相関二重サンプリング／自動利得制御）処理やＡ／Ｄ変換処理が施さ
れた後、ケーブル５を介して画像処理装置３に順次出力される。
【００６８】
　そして、画像処理装置３に入力された通常画像信号は、通常画像入力コントローラ３１
において一時的に記憶された後、メモリ３４に格納される。そして、メモリ３４から読み
出された１フレーム毎の通常画像信号は、画像処理部３３において階調補正処理およびシ
ャープネス補正処理が施された後、さらに、画像中における鉗子６の代表点Ｐの抽出処理
およびメニューＮの重畳処理を行う。これらの画像処理が施された後、通常画像信号は、
ビデオ出力部３５に順次出力される。
【００６９】
　そして、ビデオ出力部３５は、入力された通常画像信号に所定の処理を施して表示制御
信号を生成し、１フレーム毎の表示制御信号をモニタ４に順次出力する。そして、モニタ
４は、入力された表示制御信号に基づいて通常画像を表示する。図７は、上記のような工
程を経てメニューが重畳された通常画像が表示された様子を示す概略図である。
【００７０】
　一方、画像処理装置３に入力された蛍光画像信号は、蛍光画像入力コントローラ３２に
おいて一時的に記憶された後、メモリ３４に格納される。そして、メモリ３４から読み出
された１フレーム毎の蛍光画像信号は、画像処理部３３において所定の画像処理が施され
た後、さらに、通常画像の場合と同様に、画像中における鉗子６の代表点Ｐの抽出処理お
よびメニューＮの重畳処理を行う。これらの画像処理が施された後、蛍光画像信号は、ビ
デオ出力部３５に順次出力される。
【００７１】
　そして、ビデオ出力部３５は、入力された蛍光画像信号に所定の処理を施して表示制御
信号を生成し、１フレーム毎の表示制御信号をモニタ４に順次出力する。そして、モニタ
４は、入力された表示制御信号に基づいて蛍光画像を表示する。
【００７２】
　本実施形態においては、通常画像と蛍光画像とは操作者の指示に応じて切り替えて表示
されるものとするが、これに限らず、同時に表示してもよい。なお、通常画像および蛍光
画像を同時に表示する場合には、メニューは例えば通常画像にのみ重畳すれば充分である
。
【００７３】
　術者は、図７に示すような画像およびこの画像に重畳されたメニューが表示されたモニ
タ４を見ながら鉗子６を操作する。そして、術者は、手術支援作業として画面調整を希望
する場合には、画面調整に関する支援項目をメニュー中から選択し、モニタ４の画面上で
当該支援項目に鉗子６の代表点Ｐを合わせる。例えば、画面を拡大したい場合にはメニュ
ー中の「ズーム＋」という支援項目に代表点Ｐが合わせられ、画面の明るさを上げたい場
合にはメニュー中の「明るさ＋」という支援項目に代表点Ｐが合わせられることになる。
【００７４】
　項目選択部３９ｂは、上記のようにして、代表点Ｐが合わされたことを、メモリ３４か
ら受け取った、メニューＮが表示されている上記所定部分の位置の情報および代表点Ｐの
上記位置の情報に基づいて判断し、支援項目のうち１つを選択する。この選択された支援
項目は、バスを介してＣＰＵに出力され、ＣＰＵ３８は当該支援項目に関する手術支援作
業を実行するように該当する作業を行う手術支援手段に指示を出す。例えば、上記のよう
に支援項目が「ズーム＋」であれば、ＣＰＵ３８は、撮像部２０に画像を拡大するように
指示を出す。
【００７５】
　以上のようにして、術者が自ら処置具を用いて、支援項目を選択し、手術支援手段を制
御し、手術支援作業を実行せしめることができる。この結果、画面に映し出された被観察
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部に処置を行う手術を支援するシステムおよび方法において、術者が希望する手術支援作
業が適切に行われるように、補助者を介さずに術者自らが、手術支援作業を行う手術支援
手段を制御することが可能となる。
【００７６】
（手術支援システムおよびそれを用いた手術支援方法の設計変更）
　上記の実施形態では、マーカは塗料或いは蛍光材料によって形成したが、本発明はこれ
に限定されるものではない。
【００７７】
　例えば、図８ａに示すように、マーカを発光ダイオードＤによって形成してもよい。こ
の場合、発光ダイオードＤの発光を検出することにより容易に代表点を抽出することがで
きる。さらに、発光ダイオードＤの点灯状態を利用して、術者のメニュー選択の利便性を
向上させることができる。例えば、処置具が、図８ｂに示すように、この処置具の持ち手
部分に発光ダイオードＤを点灯せしめるためのスイッチＳＷを備え、画像処理部が、発光
ダイオードＤが点灯状態にある場合にのみ、発光ダイオードの点灯部分から代表点の位置
を抽出するものと設定した場合には、スイッチＳＷが押されなければ代表点Ｐが抽出され
ないため、術者は、支援項目の選択の最終判断を上記スイッチＳＷによって下すことがで
きる。これにより、代表点が移動中に意図しない支援項目に触れて、術者の望まない手術
支援作業が行われることを防止することができる。一方、処置具が、図８ｂに示すように
この処置具の持ち手部分に発光ダイオードＤを点灯せしめるためのスイッチＳＷを備え、
項目選択部が、発光ダイオードＤが点灯状態にあることを条件として、支援項目を選択す
るように設定した場合には、スイッチＳＷが押されなければ支援項目が選択されないため
、術者は、支援項目の選択の最終判断を上記スイッチＳＷによって下すことができる。し
たがって、上記と同様の効果が得られる。
【００７８】
　さらに、処置具が、図８ｂに示すようにこの処置具の持ち手部分に発光ダイオードＤを
点滅せしめるためのスイッチＳＷを備え、項目選択部が、発光ダイオードＤが点滅状態に
あることを条件として、支援項目を選択するように設定した場合にも、スイッチＳＷが押
されなければ支援項目が選択されないため、術者は、支援項目の選択の最終判断を上記ス
イッチＳＷによって下すことができる。したがって、上記と同様の効果が得られる。
【００７９】
　さらに、メニュー形成部は、発光ダイオードの点灯状態に連動してメニューを形成する
ものとすることができる。これにより、メニューが必要な場合にのみ、発光ダイオードＤ
を点灯させると同時にメニューが表示されるため、メニューが不要な場合の術野を広く確
保することができる。
【００８０】
　また、撮像部が、画像として、照明光を照射することにより生じる被観察部からの反射
光を受光して可視画像（例えば、上記実施形態における白色光に基づく画像等）を撮像す
るものである場合には、発光ダイオードは、生体内における存在量が少ない色相範囲を選
択するという観点から、青色の光を生じせしめるものであることが好ましい。青色の光は
、波長が４００～５００ｎｍに含まれる光であることが好ましく、波長が４３０～４７０
ｎｍに含まれる光であることが特に好ましい。これにより、腹腔内の血管や臓器等を発光
ダイオードの発光を明確に識別することができる。一方、撮像部が、画像として、励起光
を照射することにより生じる被観察部からの蛍光を受光して蛍光画像を撮像するものであ
る場合には、発光ダイオードは、非可視でかつ光の生体透過率が高いこと、撮像素子の感
度範囲という観点から、蛍光の波長帯域に含まれる光を生じせしめるものであることが好
ましい。蛍光の波長帯域に含まれる光は、波長が８００～１０００ｎｍに含まれる光であ
ることが好ましく、波長が８５０～９５０ｎｍに含まれる光であることが特に好ましい。
これにより、蛍光画像中においても鉗子６の代表点Ｐを抽出することができる。
【００８１】
　また、図９に示すように、鉗子６の作動部６ａに代表点抽出用マーカＭを設けるととも
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に発光ダイオードＤを設け、発光ダイオードＤの点灯状態や点滅状態を利用して支援項目
の選択の最終判断の合図として使用してもよい。
【００８２】
　そして、上記実施形態では、通常画像にメニューを重畳させた場合について詳細に述べ
たが、前述したように本発明は蛍光画像にメニューを重畳させてもよい。図１０ａは、鉗
子６に設けられたマーカＭが認識可能な状態の通常画像を示す概略図であり、図１０ｂは
、当該通常画像の状態から蛍光画像に画像の表示形式が変更された場合の蛍光画像を示す
概略図である。図１０ｂからわかるように、本発明ではマーカＭを蛍光材料によって形成
すれば、蛍光画像中においても蛍光発光したマーカＭＧに基づいて代表点を抽出すること
ができる。したがって、図１１に示すように、蛍光画像中にメニューを表示することによ
り、通常画像の場合と同様に、術者が自ら処置具を用いて、支援項目を選択し、手術支援
作業を実行することができる。この結果、画面に映し出された被観察部に処置を行う手術
を支援するシステムおよび方法において、術者が希望する手術支援作業が適切に行われる
ように、補助者を介さずに術者自らが手術支援作業を行うことが可能となる。これは、発
光ダイオードが蛍光の波長帯域に含まれる光を生じせしめるものである場合にも同様であ
る。
【００８３】
　そして、本発明では、メニューＮの大きさや形状は、前述した図７のようなものに限定
されず、例えば、図１２ａに示すような所定の位置に支援項目Ｉが配されたマトリクス状
のメニューＮでもよく、また図１２ｂに示すような画面のうち画像が表示される画像表示
領域の全体を分割し、それらのすべて或いは一部の領域に支援項目Ｉを関連付けたような
メニューＮでもよい。
【産業上の利用可能性】
【００８４】
　また、上記の実施形態では、本発明の手術支援システムを内視鏡システムに適用した場
合について説明したが、本発明はこれに限られるものではない。例えば本発明は、遠隔手
術ロボットを用いたような手術に対しても、画面を見ながら処置具を用いて被観察部の手
術を行うという点で共通するため適用することができる。
【符号の説明】
【００８５】
１　　 硬性鏡システム
２　　 光源装置
３　　 画像処理装置
４　　 モニタ
５　　 ケーブル
６　　 鉗子
６ａ　 鉗子の作動部
６ｂ　 鉗子の柄部分
６ｃ　 鉗子の操作部
１０　 硬性鏡撮像装置
２０　 撮像部
２７　 撮像制御ユニット
３０　 硬質挿入部
３０ａ 接続部材
３０ｂ 挿入部材
３１　 通常画像入力コントローラ
３２　 蛍光画像入力コントローラ
３３　 画像処理部
３４　 メモリ
３５　 ビデオ出力部
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３６　 操作部
３９ａ メニュー形成部
３９ｂ 項目選択部
４０　 通常光源
４４　 ＬＤ光源
Ｄ　　 発光ダイオード
Ｉ　　 支援項目
Ｌ１　 通常光
Ｌ２　 励起光
Ｌ３　 通常像
Ｌ４　 蛍光像
ＬＣ　 光ケーブル
Ｍ　　 マーカ
ＭＧ　 マーカ
Ｎ　　 メニュー
Ｐ　　 代表点
ＳＷ　 スイッチ

【図１】 【図２】

【図３】
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【図５Ｂ】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】
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要解决的问题：为了使外科医生本人能够在手术辅助系统中进行手术辅
助工作而无需助手干预，并且使用该辅助手术方法以及使用该辅助工具
的手术辅助方法可以在观看屏幕的同时支持使用治疗工具进行的手术。 
要做。 解决方案：提供用于拾取被观察部位的图像的图像拾取部分20和
用于在屏幕上显示被观察部位的图像的图像显示部分4，并且在观看显示
图像的屏幕时使用治疗工具6。 在支持通过以上操作执行的手术的手术
支持系统中，当在图像中包括治疗工具6时，形成提取图像中的治疗工具
6的代表点P的位置的图像处理单元33和菜单N。 基于显示菜单N的位置
的信息，显示菜单N的位置的信息以及代表点P的位置的信息，选择支持
项目I的项目选择单元39b和选择的支持项目I 在此基础上，提供了用于执
行与支撑物I有关的手术支撑工作的手术支撑装置。 [选择图]图7
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